
⽇本⼯業炉協会における
⾃主⾏動計画フォローアップ調査について

令和６年１２⽉２３⽇
⼀般社団法⼈⽇本⼯業炉協会



１．令和６年度フォローアップ調査結果（概要）

・調査期間︓令和６年１０⽉１⽇〜１１⽉２９⽇
・調査企業︓（団体名）の会員企業 １１３社を対象
・回答企業︓２４社
・回答率︓２１.２％
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１．令和６年度フォローアップ調査結果（概要）

概観（改善できた点、改善の余地がある点等特筆すべき内容を記載）
「価格決定⽅法の適正化」については、変動コストに応じて概ね反映されていて，価
格転嫁の協議も概ね適切に実施されている。

「原価低減要請の改善」について、概ね適切な状態であるといえるが，⼀部不合理と
も思われる状況も存在する（発注側の取引継続検討のための原価低減要請など）

「⽀払い条件」については、全て現⾦とした企業は受注側５７％，発注側５０％で最
も多い。約束⼿形による取引も存在するが，利⽤廃⽌にむけた政府の取組みについ
ては殆どの企業が認知。

「知的財産に関する適正な取引」については、受注側において知財権保護のための⽅
策が概ね講じられている。

「働き⽅改⾰」については、受注発注とも３割程度「配慮されていない」「配慮して
いない」とした。
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２．令和６年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組①価格の決定⽅法

【分析結果・今後の課題】
・労務費の転嫁・価格転嫁については変動コストに応じて概ね反映されている。
・価格転嫁の協議については適切に実施も他のカテゴリと同様に価格に反映されている。

0 5 10 15

協議申し⼊れられず

協議を⾏う必要なかった

⾃社から申出するも応じられず

⾃社から申出し協議に応じてくれた

販売先から申出あるも協議せず

販売先から申出あり協議

受注側（６）

エネルギー価格 原材料価格 労務費 コスト全般 3

設問．2024年度に適⽤する単価の決定・改定にあたり、各変動コストの反映をお答えください。
【設問と回答】

0 5 10 15 20

減額した

反映せず

あまり反映せず

⼀部反映した

概ね反映した

全て反映した

発注側（１０）

エネルギー価格 原材料価格 労務費 コスト全般



２．令和６年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組①合理的な価格決定

【課題を踏まえた今後のアクション】
・合理的な価格決定に関する⾃主⾏動計画の周知に取組む。
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２．令和６年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組②原価低減要請、協賛等

【分析結果・今後の課題】
・原価低減要請については発注側において要請したとしていないは半々程度の割合である。
・発注側における原価低減要請の理由は，「競争環境上できるだけ⾏っている」が最も多く，「発注先が対応できずと
も取引は継続」がそれに続く。⼀⽅「⾃社の数値⽬標達成のため」や「取引の継続を検討する上で重視」とする理
由も複数存在した。

・発注先に対して原価低減要請の際に実施した⾏為については，「発注先と⼗分な協議を⾏なった」と同時に業務効率
化に関する提案，別の形での適正なコスト負担（発注増など），書⾯による合理的な説明などが⾏われているとさ
れ，双⽅のコミュニケーションが適切に⾏われている実態を現わしているものと推測される。

・受注側において不合理な原価低減要請を受けたことがあると答えた数は全体の10分の1以下であった。

0 5 10 15 20 25

受けたことがない

受けたことがある

受注側（１５）

列1 5

【設問と回答】

0 5 10 15

その他

原価低減要請してない

原価低減要請した

発注側（１４）

列1

設問（受注）．直近1年間で、販売先から不合理な原価低減要
請*や利益提供要請を受けたことがありますか。

設問（発注）．直近1年間で、仕⼊先（発注先）に対して原価
低減要請を⾏いましたか。



２．令和６年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組②原価低減要請、協賛等

【設問と回答】

0 2 4 6 8 10

その他

⾃社の数値⽬標達成のため

取引の継続を検討する上で重視

発注先が対応できずとも取引は継続

コロナが終わったので再開

競争環境上できるだけ⾏っている

発注側（１５）

設問（発注）．原価低減要請を⾏う場合の、貴社の考え⽅（姿
勢）をお答えください。（発注側（１４）でYes）

6

設問（発注）．直近１年間で、仕⼊先（発注先）に対して原価低減要請を実施するにあたり、
仕⼊先（発注先）のために実施した⾏為についてお答えください。（発注側（１４）でYes）

0 2 4 6 8 10 12

その他

何も実施していない

仕⼊先（発注先）と⼗分な協議を⾏った

原価低減要請を⾏うにあたって書⾯等により合理的な説明を⾏った

発注量を増加する等、別の形で適正なコストを負担した

業務効率化に関する提案

発注側（１６）



２．令和６年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組②原価低減要請、協賛等

【課題を踏まえた今後のアクション】
・原価低減要請に関する⾃主⾏動計画の周知に取組む。
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２．令和６年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組③⽀払条件

【分析結果・今後の課題】
・⽀払の形態は，受注側及び発注側ともに全て現⾦が最も多い（受注側５７％，。発注側５０％）。
・現⾦以外の⽀払いの形態は，受注側及び発注側ともに電⼦債権が最も多いと答えた企業が最も多く，次いでともに約束⼿形と答えた企業が
多い。
・⼿形等のサイトについては，受注側及び発注側ともに１２０⽇以内と答えた企業が最も多い。
・受注側及び発注側ともにほとんどの企業が約束⼿形の利⽤の廃⽌に向けた取組を促進する旨が閣議決定されている事を知っている。
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【設問と回答】

0 5 10 15

全て⼿形等

10％未満現⾦

10％〜30％未満現⾦

30％〜50％未満現⾦

50％以上現⾦

全て現⾦

受注側（２０）

列1

設問（受注）．取引代⾦を⼿形等で受け取っている場合*、そ
の割合はどれくらいですか。

設問（発注）．直近1年間で取引⾦額が最も⼤きい仕⼊先（発
注先）との取引*について、現⾦払いの割合をお答えください。

0 5 10 15

全て⼿形等

10％未満現⾦

10％〜30％未満現⾦

30％〜50％未満現⾦

50％以上現⾦

全て現⾦

発注側（２２）

列1



２．令和６年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組③⽀払条件
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【設問と回答】

0 1 2 3 4 5 6

その他

⼀括決済⽅式（ファクタリング）

電⼦債権

約束⼿形

受注側（２２）

列1

設問（受注）．現⾦以外の⽀払い⼿段で最も多い⽀払い⼿段を
お答えください。

設問（発注）．現⾦以外の⽀払い⼿段で最も多い⽀払い⼿段を
お答えください。

0 2 4 6 8

その他

⼀括決済⽅式（ファクタリング）

電⼦債権

約束⼿形

発注側（２３）

列1



２．令和６年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組③⽀払条件
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【設問と回答】

0 1 2 3 4 5 6

120⽇超

120⽇以内

90⽇以内

60⽇以内

30⽇以内

受注側（２２）

列1

設問（受注）．取引代⾦を⼿形等で受け取っている場合*、⼿
形等のサイトはどれくらいですか。

設問（発注）．直近1年間で取引⾦額が最も⼤きい仕⼊先（発
注先）との取引*について、現⾦払いの割合をお答えください。

0 2 4 6 8

120⽇超

120⽇以内

90⽇以内

60⽇以内

30⽇以内

発注側（２４）

列1



２．令和６年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組③⽀払条件
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【設問と回答】

0 5 10 15 20

知らなかった

知っている

受注側（２７）

列1

設問（受注）．貴社は2026年に約束⼿形の利⽤の廃⽌に向けた
取組を促進する旨*が閣議決定されている事を御存知ですか。

0 5 10 15

知らなかった

知っている

受注側（２７）

列1

設問（発注）．貴社は2026年に約束⼿形の利⽤の廃⽌に向けた
取組を促進する旨*が閣議決定されている事を御存知ですか。



２．令和６年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組③⽀払条件
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【課題を踏まえた今後のアクション】
・⼿形等の⽀払いサイトで６０⽇以内を徹底させるための取組については，会員企業への周知活動等
を通じて⾏う。

・約束⼿形の取扱いがある場合、２０２６年までの利⽤廃⽌に向けた取組については，該当する殆ど
の企業が２０２６年までの利⽤廃⽌の⽅針について認知している。今後廃⽌の⽅向に向け会員企業
への周知活動等に取組む。



２．令和６年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組⑤知財取引、⑥働き⽅改⾰

【分析結果・今後の課題】
・知財取引については，発注側において知的財産等を扱う取引が存在するようであるが，受注側において知的財産権等を保護するための
⽅策を講じており，概括的には不均衡な状況とはなっていないものと考えられる。
・働き⽅改⾰については，受注側，発注側ともに働き⽅に「配慮されている，⼜はしている。」と答えた企業は全体の７割程度を占める
が，３割程度は「配慮されていない，⼜はしていない」とした。
【課題を踏まえた今後のアクション】
・知財取引および働き⽅改⾰については，概ね不適切な状況とはなっていないといえる。今後，知的財産権や働き⽅改⾰に関する周知活
動等を通じてさらなる状況改善に努める。
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【設問と回答】

0 5 10 15 20

知的財産権等を有しているか分からない

未実施

実施予定

実施中

受注側（２９）

設問（受注）．貴社の保有する知的財産権等*を保護するため
の対応を⾏っていますか。

0 2 4 6 8 10

知的財産等を扱う取引はない（0%）

あまり知的財産等を扱う取引はない（40〜1%）

⼀部の企業と知的財産等を扱う取引がある

（80〜41%）

多くの企業と知的財産等を扱う取引がある（99

〜81%）

全ての企業と知的財産等を扱う取引がある

（100%）

発注側（３０）

設問（発注）．貴社の取引先企業のうち、何割程度の企業と知
的財産等*を扱う取引があるかお答えください。



２．令和６年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組⑤知財取引、⑥働き⽅改⾰
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⑤

【設問と回答】

0 5 10 15 20

配慮されていない

配慮されている

受注側（３４）

設問（受注）．販売先は発注を⾏う際、貴社の働き⽅に配慮し
た発注を⾏っているかお答えください。

設問（発注）．貴社が仕⼊先（発注先）に発注を⾏う際、仕⼊
先（発注先）の働き⽅に配慮した発注を⾏っているかお答えく
ださい。

0 5 10 15 20

配慮していない

配慮している

発注側（３４）

設問（受注）．販売先が実施した働き⽅改⾰に関する対応*の
結果、受けた影響についてあてはまるものを選んでください。

設問（発注）．貴社が⾏った働き⽅改⾰に関する対応*の結果、
仕⼊先（発注先）に対し影響が⽣じる可能性がある項⽬につい
てお答えください。

0 5 10 15 20

分からない
その他

祝休⽇出勤の増加
発注業務の拡⼤・営業時間の延⻑

従業員派遣を要請
⽀払決済処理のズレによる⼊⾦の遅れ

検収の遅れ
短期間での発注の増加

急な仕様変更への対応の増加
特に影響はない

発注側（３５）

0 5 10 15 20

その他

祝休⽇出勤の増加

発注業務の拡⼤・営業時間の延⻑

従業員派遣を要請

⽀払決済処理のズレによる⼊⾦の遅れ

検収の遅れ

短期間での発注の増加

急な仕様変更への対応の増加

特に影響はない

受注側（３５）



３．取引適正化に向けた今後の取組

【今後の取組】
・会員の意⾒交換会等を開催し，課題共有と取引適正化に向けた普及活動の⽅
法を検討する。

・当⼯業会は専らプラント設備等を製造する企業により構成される業界である。
商品そのものがいわゆるサプライチェーンに組み込まれたものではないケース
も多い。発注側受注側において上記の取組みを通じて業界の取引適正化に向け
て取組む。

15




